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建交労神奈川ダンプ支部メイショクアソ

シェイツ分会の南須原分会長に対する不当

懲戒解雇撤回を求める横浜地裁での約２カ

年に渡る裁判闘争は３月２４日 10：10に

傍聴定員２４席の６０５号法廷を埋める支

援者が見守るなかで（県南支部からは佐藤

執行委員､益山さん､河野さん、根井さん、赤羽

（全員合同分会）が参加、法廷に入れない

支援者も）、原告の全面勝利判決が言い渡

されました（判決主文は別紙のとおり）。  

一方、被告の会社側は被告のみならず、

弁護士さえも出席せず（できない）､不当な 勝利判決の垂れ幕を掲げる南須原分会長と支援の仲間 

解雇であったことを認めざるを得ない完敗の判決でした。 

勝利判決を手にした南須原分会長と支援者らは、横浜地

裁近くにある横浜法律事務所の会議室に移動して報告集会

を開催しました。集会では、担当代理人の杉本弁護士が、

裁判の経過を簡潔に説明し「判決文の内容はこれから精査

するが、南須原分会長に対する懲戒解雇の根拠は成り立た

なかったことを立証した。」と総括しました。 

報告集会で説明する杉本弁護士（奥） つづいて神奈川県本部の伊藤委員長が発言し支援者に対す

るお礼と職場復帰をはたすまでの支援を訴えました。 

支援者の側からは、神奈川労連の住谷議長と神奈川

県学習協会の高橋副会長から、勝利判決に対するお祝

いと今後のたたかいへの激励あいさつがありました。 

報告集会の最後に南須原分会長（右の写真）が挨拶

に立ち「支援して頂いたみなさんの顔は一生忘れるこ

とはないと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。

職場復帰して会社と交渉して、民主的な職場にするた

め引き続きご支援をお願いします」と発言しました。 

メイショクアソシェイツ解雇事件横浜地裁で判決

南須原分会長の地位確認など全面勝訴！ 

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=545919&sw=%E3%80%90%E7%94%B7%E5%A5%B3GS%E3%80%91%E6%AD%A3%E9%9D%A2_%E3%81%8A%E3%83%BC2
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=435395&sw=%E3%80%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%93%A1a%E3%80%8D20


 

 

 


